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 第1章   計画策定の背景  

１-１  気候変動の影響  

人間活動等に起因して大気中に放出される温室効果ガスによって地球が暖められる現象を「地球

温暖化」といいます。 

近年、地球温暖化に伴う影響で異常気象や雪氷の融解、海面水位の上昇が世界的に観測されてい

ます。IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）が令和３（2021）年８月に発行した第６次評価報

告書第１作業部会報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う

余地がない」と述べられ、将来の影響予測として、世界平均気温は少なくとも今世紀半ばまでは上昇を

続けることが予測されています。 

気候変動の影響は、降水量や海面水位の変化、生態系の喪失といった自然界における影響だけで

なく、インフラや食料不足、水不足等人間社会を含めて深刻な影響が想定されています。 

 

  

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

図１-１ 地球温暖化の仕組みと世界の地上気温の経年変化  

 

本町においても、地球温暖化の進行による熱中症のリスクの増加や、冬の積雪状況の変化が観測さ

れています。 

熱中症患者搬送数は、令和２（2020）年時点では０件でしたが、令和３（２０２１）年以降は毎年発

生しており、令和５（２０２３）年には最多の５件となりました。 

また、積雪状況においては、平均気温の上昇に伴い根雪の時期が遅れる傾向があり、本町の総合グ

ラウンドを活用したスケートリンク造りでは、かつてに比べて完成時期が遅れるなど、町の冬季観光やス

ポーツ環境にも影響を及ぼしています。 
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１-２ 地球温暖化対策を巡る国内外の動向  

（１）国際的な動向 

平成２７（2015）年に開催された国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP21）では、京

都議定書以降初めて、法的拘束力のあるパリ協定が採択されました。パリ協定では、世界共通の長期

目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に

抑える努力を追求すること」が掲げられています。 

また、平成３０（2018）年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」では、世界全体の平均気温の上

昇について、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、世界の二酸化炭素の排出量を「2030

年までに２０１０年比で約４５％削減」し、「２０５０年頃には正味ゼロ」とすることが必要であると示され

ています。 

こうした状況を踏まえ、世界各国でカーボンニュートラル実現に向けた取組が進められています。 

 

 

出典：脱炭素ポータル 

図１-２ カーボンニュートラルのイメージ 

 

また、平成２７（2015）年の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための２０３０ア

ジェンダ」には、１７の目標と１６９のターゲットからなる「SDGs（持続可能な開発目標）」が掲げられて

います。これは先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標であり、国だけ

でなく地方公共団体、住民、事業者等全ての個人、団体が取組主体となっています。 

１７の目標は、経済、社会、環境の三側面を含むものであり、相互に関連しているため、統合的な解決

が求められています。気候変動対策や再生可能エネルギーの拡大、森林保全等、地球温暖化対策をは

じめとする環境問題の解決と同時に、社会、経済面の統合的向上を図る必要があります。 
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出典：国連広報センター 

図１-３ SDGs17 の目標 

 

（２）国内の動向 

国内では、内閣総理大臣が令和２（2020）年１０月の所信表明において、「２０５０年までに、温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目

指す」ことを宣言しました。 

さらに、令和３（2021）年４月には、地球温暖化対策推進本部において、「2030年度の温室効果ガ

スの削減目標を 2013 年度比 46％削減することとし、さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けていく」

旨が公表され、同年６月に地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）が改正、令

和４年（2022）年 4月に施行されました。 

温対法では、令和 32（2050）年までの脱炭素社会の実現を見据え、脱炭素に向けた取組・投資や

イノベーションを加速させるなど、地域における脱炭素化を促しています。 

また、令和５（2023）年５月には、GX（グリーントランスフォーメーション）を通じて脱炭素、エネルギー

安定供給、経済成長の 3 つを同時に実現するため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に

関する法律（以下、「GX推進法」という。）が施行されました。 

こうした国内外の潮流を受け、「２０５０年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指す旨を表明す

る地方公共団体は増加し、全国各地で脱炭素化に向けた取組が進められています。 

令和６（2024）年１２月末現在、全国１，１２７自治体、北海道内では、１６４自治体が「2050 年まで

の二酸化炭素排出量実質ゼロ」を表明している状況です。 
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出典：環境省  

図１-４ 北海道内におけるゼロカーボンシティ表明状況 

 

脱炭素化に向けた取組が進められる一方で、地球温暖化の影響は現在も顕在化しており、観測記

録を更新するような異常気象が私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。異常気象は今後も頻繁

に発生したり深刻化したりすることが懸念されており、変化する気候のもとで悪影響を最小限に抑える

「適応」が不可欠になります。 

日本では、国全体が気候変動の影響を回避し低減することを目的として「気候変動適応法」を平成

30（2018）年に制定し、令和６（2024）年４月には熱中症対策強化のため、改正気候変動適応法が

施行されました。各地域が自然や社会経済の状況に合わせて適応策を実施することが盛り込まれてい

ます。将来の気候変動の影響に備えるため、各自治体が気候変動適応法に従って地域気候変動適応

計画を策定しています。 

 

 
出典：気候変動適応情報プラットフォーム 

図１-５ 地球温暖化と適応策、緩和策の関係  

上川町 
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（３）北海道の取組 

北海道では、令和２(2020）年３月に国に先駆けて「温室効果ガスの排出量と森林等の吸収量の均

衡が保たれ、環境の保全、経済の発展、道民生活の向上が図られた持続的で活力あふれる北海道」を

定義とする「ゼロカーボン北海道」を宣言しました。これに伴い、令和５(202３）年３月にゼロカーボン

北海道の実現に向けて「北海道地球温暖化防止対策条例（通称：ゼロカーボン北海道推進条例）」を

改正し、一部を除いて同年４月１日に施行しました。 

また、温対法及び「北海道地球温暖化防止対策条例」に基づき、令和３（２０２１）年３月に北海道が

行う事務事業における温室効果ガス排出量削減目標及び目標達成に向けた取組等について定めた

「道の事務・事業に関する実行計画（第５期）」を策定しました。 

令和４(2022）年３月には、北海道の区域に関する温室効果ガス排出量の削減に関する目標及び

目標達成に向けた取組等について定めた「ゼロカーボン北海道推進計画（北海道地球温暖化対策推

進計画（第３次）［改定版］）」を改定し、同計画の目標を「２０３０年度に２０１３年度比で４８％削減」

に引き上げ、見直しを図りました。 

 

 
出典：北海道 HP 

図１-6 北海道の削減目標（中期目標）  

１-３  上川町の取組  

本町では、平成２９（２０１７）年に地球温暖化対策のための国民運動である「COOL CHOICE」に

賛同※し、省エネ対策の推進を実施するとともに、公共施設への木質バイオマスボイラーの設置など再

生可能エネルギー設備の導入を率先して行いました。 

また、平成３０（２０１８）年４月には、町及び職員が地球温暖化対策を率先して実行するための行動

指針として、「第２次上川町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定しました。 

これらの取組に加え、美しく豊かな自然環境と良好な生活環境の保全を実現し、未来を託す世代に

持続可能な地域を引き継いでいくために令和４（２０２２）年７月に「ゼロカーボンシティ」を宣言しまし

た。 

この度、脱炭素社会実現に向けた基本方針や具体的な目標を定めるとともに、気候変動による悪影

響に対応するため「上川町地球温暖化対策実行計画」を策定します。 

※COOL CHOICE への賛同登録は、令和５年１２月２５日に新規受付を終了し、国民運動「COOL CHOICE」は、「デコ活」に

移行しました。 
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図１-7 上川町ゼロカーボンシティ宣言 
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 第２ 章   計画の基本的事項  

２-１  計画の位置づけ 

本計画は、温対法第２１条に基づく「地方公共団体実行計画(区域施策編)」、「地方公共団体実行

計画（事務事業編）」、気候変動適応法第１２条に基づく「地域気候変動適応計画」として策定するも

のであり、上位計画である「第１０次上川町総合計画」を地球温暖化対策の側面から補完します。 

また、国の地球温暖化対策計画（令和３（2021）年１０月閣議決定）、道の「ゼロカーボン北海道推

進計画（北海道地球温暖化対策推進計画（第３次）［改定版］）」と整合を図るとともに、庁内関連計

画である「上川町公共施設等総合管理計画・上川町個別施設計画」、「上川町過疎地域持続的発展

市町村計画」、「上川町森林・林業再生プラン」等と整合を図り推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１ 計画の位置づけ 
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次
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ゼロカーボン北海道推進計画（北海道

地球温暖化対策推進計画 

（第３次）［改定版］） 

上川町地球温暖化対策実行計画 

根
拠
法
令 

連携・整合 

連携・整合 

【関連計画】 

⚫ 上川町公共施設等総合管理計画・上川町個別施設計画 

⚫ 上川町過疎地域持続的発展市町村計画 

⚫ 上川町森林・林業再生プラン 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

気候変動適応法 
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２-２ 計画期間  

本計画の期間は、令和７（202５）年度から令和１２（2030）年度までの６年間とします。 

基準年度は、国の「地球温暖化対策計画」、「ゼロカーボン北海道推進計画（北海道地球温暖化対

策推進計画（第３次）［改定版］）」を踏まえ、平成２５（2013）年度、目標年度は中期目標を令和１２

（2030）年度、長期目標を令和３２（2050）年度とします。 

なお、計画期間中にあっても、社会情勢の変化や計画の推進状況に応じて数年ごとに見直しを図り

ます。 

 

 
図２-２  計画期間 

 

２-３ 計画の対象  

（１）対象とする範囲 

上川町全域を対象とします。町、町民、町内事業者が一丸となって脱炭素社会の実現を目指します。 

 

対象地域 上川町全域 

 

（２）対象とする温室効果ガス 

温対法に定められている７種の温室効果ガスのうち、温室効果ガス排出量の９割以上を占める二酸

化炭素（CO2）を対象とします。その他の温室効果ガスのメタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイド

ロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロカーボン（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）、三フッ化窒素

（NF3）については、把握が困難であることから算定対象外とします。 

 

対象とする温室効果ガス 二酸化炭素 

 

 

  

目標年度 

2030年度 

基本年度 

2013年度 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2025(R7) 
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（３）対象とする温室効果ガス排出部門  

環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」により、「特に把握が望まれ

る」とされている部門を対象とします。 

 

表２-１ 本計画における温室効果ガス排出量の推計対象  

部門・分野  

産業部門※１  製造業  

建設業・鉱業 

農林水産業 

業務その他部門※２  

家庭部門※３  

運輸部門※４  自動車（旅客）  

自動車（貨物）  

廃棄物分野（焼却処分）※５  一般廃棄物 

 

※１…製造業、建設業、鉱業、農林水産業におけるエネルギー消費に伴う排出  

※２…事業所・ビル、商業・サービス施設等のエネルギー消費に伴う排出  

※３…家庭におけるエネルギー消費に伴う排出  

※４…自動車、船舶、航空機、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出  

※５…廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出  
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 第３ 章   上川町の地域特性  

３-１  地域の概況  

本町は、上川管内のほぼ中央、大雪山国立公園の北方部に位置しており、東はオホーツク管内遠軽

町、滝上町、南は十勝管内上士幌町、新得町、西は愛別町、当麻町、北は士別町など１１の市町に接し

ています。 

市街地付近は盆地に近い状態にあるものの、大半が山岳と樹林帯となっています。大雪山に源を発

する石狩川が北上し、周辺の各山岳から発する幾多の小河川が合流し、愛別町安足間方面に至ってい

ます。このように本支流が枝状のようにわかれた流域に小規模な沖積平野が展開し、耕地が開かれて

いますが、その大部分は森林であり、総面積１,０４９.４７㎢のうち山林が全体の約８７％を占めています。 

 

 
出典：上川総合振興局ホームページ 

図３-１ 上川町位置図 
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３-２ 土地利用状況 

本町の総面積１，０４９．４７㎢のうち、山林が９０６．４７㎢で８６．４％と最も高い割合を占めています。

次いで、原野が１３．６７㎢で１．３％、以降は牧場、畑、雑種地、田、宅地と続きます。 

また、町村で 12番目、上川支庁管内では１番に大きな面積を有しています。 

 

 

令和６年北海道統計書のデータを基に作成  

※雑種地：野球場、テニスコート、ゴルフ場、競馬場、鉄軌道用地、遊園地等。 

その他：墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、湖等。 

図３-２ 土地種別割合 
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３-３  人口  

本町の人口は、減少傾向にあります。年代別に人口の推移をみると、０～14 歳の年少人口と６５歳以

上の老年人口は減少傾向にあり、15～６４歳の生産年齢人口についても減少傾向にありましたが、  

令和５（２０２３）年にわずかながら増加しました。 

さらに、国立社会保障・人口問題研究所による人口の将来推計では、今後、人口減少及び少子高齢

化が進み、2045年には 65歳以上の人口が全体の３分の１を上回ることが予測されています。 

 

 

住民基本台帳のデータを基に作成  

図３-３  人口推移 

 

 
2020 年は住民基本台帳のデータを基に作成  

2025 年～2050 年は国立社会保障・人口問題研究所のデータを基に作成  

図３-４ 人口の将来推計  
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３-４  気象状況  

（１）気温 

本町は北海道の内陸部にあり、周囲を山地に囲まれているため、冬季と夏季の気温の変化が約

30℃と大きく、内陸性気候が顕著となっています。 

年平均気温は１００年あたり約２．２℃の割合で上昇しており、平均気温の増加に伴い年最深積雪も

減少傾向にあります。 

 

  

気象庁「過去の気象データ」のデータを基に作成  

図３-５ 上川観測所における令和５（2023）年度の月降水量と月平均気温  

 

  
出典：札幌管区気象台ホームページ 

※折線（黒）は各年の気温、直線（赤）は長期的な変化傾向を示しています。  

図３-６ 上川観測所における年平均気温の推移  
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出典：札幌管区気象台ホームページ 

※棒グラフは各年の値を示し、各年の平年比（百分率）が１００%より大きい場合は緑色、小さい場合は黄色で示しています。赤線

は長期変化傾向（信頼水準９０%以上のみ）を示しています。 

図３-７ 旭川観測所における年最深積雪の推移  

 

（２）降水量 

年間平均降水量は１,１０４．４㎜であり、冬季及び春季は降水量が少ない一方、夏季は多いことが特

徴となっています。 

また、北海道における１時間降水量３０㎜以上の短時間強雨については、増加傾向にあります。 

なお、短時間強雨や大雨の発生回数は年ごとの変動幅が大きいため、変化傾向を確実に捉えるため

には今後もモニタリングをしていく必要があります。 

 

   
出典：札幌管区気象台ホームページ 

図３-８ 北海道の１時間降水量３０㎜以上の発生回数推移 
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３-５  産業  

経済センサス活動調査によると、本町には２１０の事業所があり、卸売業,小売業が最も多く 22％、次

いで宿泊業,飲食サービス業が１９％、生活関連サービス業,娯楽業が８％となっています。 

 
経済センサス活動調査のデータを基に作成  

図３-９ 上川町の業種別事業所割合  
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また、産業別の生産額の構成比では、農業が１６．７％と最も大きな割合を占め、全国の構成比と比

較すると９倍以上となっています。 

なお、農業は全国平均よりも生産額の構成比も最も高く、優位性の高い産業であると考えられます。 

 

 
地域経済循環分析自動作成ツールにより作成  

図３-10 産業別生産額構成比  

 

 
地域経済循環分析自動作成ツールにより作成  

※修正特化係数：地域の特定の産業の相対的な集積度をみる係数。１以上であれば全国平均より高いことを意味しています。 

図３-11 全国平均よりも生産額構成比の高い産業  
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３-６  交通  

本町の道路交通網は、国道３９号、２７３号、３３３号が町内を縦貫し、道央、道北、道東と結ばれてお

り、公共交通機関としては JR、バスが接続しています。町内市街地では令和元（2019）年１０月から住

民の生活交通手段として、コミュニティバス「かみくる」号が東ルート・西ルートの巡回コース５便を運行

しています。 

自動車保有台数については、旅客は減少傾向にあり、貨物は横ばいで推移しています。合計では、平

成２５（2013）年度が２，９０１台、令和３（２０２１）年度が２，７３６台となっており、減少傾向にあります。 

また、上川町常住者の通勤・通学先について、通勤先は上川町が９４％占めており、上川町常住者の

大半が上川町内に通勤しています。一方、通学先は、旭川市が５１％、上川町が３３％で、半数以上が町

外 へ通学しています。 

 

 
「自動車検査登録情報協会「市区町村別自動車保有車両数」及び全国軽自動車協会連合会  

「市区町村別軽自動車車両数」のデータを基に作成  

図３-13 自動車保有台数  

 

 
国勢調査を基に作成  

図３-14 通勤先（図左）、通学先（図右）  
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EV スタンドについては、大雪山層雲峡周辺を中心に、３か所設置されています。 

 

 
CHAdeMO、Google マップの情報を基に作成  

図３-15 上川町の EV スタンド 
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３-７  廃棄物処理状況  

ごみの総排出量は、令和２(2020)年から急激に減少しています。一人一日あたりのごみ排出量は、

人口減少に伴い、増加傾向にあります。 

また、資源化量は令和２(2020)年から減少傾向にありますが、リサイクル率については、増加傾向に

あります。 

 
上川町のデータを基に作成  

図３-16 ごみの総排出量及び一人一日あたりのごみ排出量の推移 

 

 
上川町のデータを基に作成  

図３-17 リサイクル（資源化）総量とリサイクル率の推移  
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３-８  再生可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル 

（１）再生可能エネルギーの導入状況 

再生可能エネルギーは地域で生産できるエネルギーであり、脱炭素社会の実現に寄与するだけでな

く、近年のエネルギー価格の高騰等、エネルギー安全保障の観点からも重要なエネルギーとなります。 

本町における再生可能エネルギー導入状況の推移をみると、本町においては、太陽光発電と水力発

電が稼働しています。 

なお、水力発電においては、北海道電力株式会社の層雲峡発電所が、平成２３（２０１１）年に水車ラ

ンナの取替に伴い、発電所認可出力が１６００ｋＷ増加したのち、令和４（２０２０）年にＦＩＴ 対象となっ

たため、大きく増加しています。 

また、FIT・FIP制度における風力発電、地熱発電については、導入実績がありませんでした。 

 

表３-１ 再生可能エネルギーの導入状況（令和６（202４）年６月末時点） 

発電種別  設備容量[MW] 発電電力量[MWh/年] 

FIT※1・ 

FIP※2 

対象  

太陽光発電（10kW 未満）  0.067 80 

太陽光発電（10kW 以上）  1.189 1,573 

風力発電  0 0 

水力発電  25.400 133,502 

地熱発電  0 0 

バイオマス発電  ０ .014 １０１  

非 FIT 太陽光発電等  0 0 

合計  26.6７０  135,２５６  

区域内の電気使用量  18,418 

※１…FIT：再生可能エネルギーの固定価格買取制度を指し、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で一

定期間買い取ることを国が約束する制度。 

※２…FIP：FIT 制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸町場などで売電したとき、その売電価格に

対して一定のプレミアム（補助額）を上乗せする制度。 

 
自治体排出量カルテ及び資源エネルギー庁公表「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」のデータを基に作成  

図３-18 再生可能エネルギー導入状況の推移 
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出典：環境アセスメントデータベース 

図３-19 FIT 認定設備の概略位置  

 

（２）再生可能エネルギーの導入ポテンシャル  

ア 推計手法 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルとは、設置可能面積や平均風速、河川流量等から理論的

に算出することができるエネルギー資源量から、法令、土地用途等による制約があるものを除き算出

されたエネルギー資源量のことです。 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについては、主に環境省の再生可能エネルギー情報提供

システム（REPOS）を基としました。推計手法を表３-２に示します。 

 

表３-２ 再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計手法  

再エネ種別  推計手法  

電気  太陽光発電  REPOS のデータを導入ポテンシャルとする 

風力発電  REPOS のデータを導入ポテンシャルとする 

中小水力発電  REPOS における中小水力河川部と中小水力農業用水路の

データの合計を導入ポテンシャルとする 

地熱発電  REPOS のデータを導入ポテンシャルとする 

木質バイオマス発電  木質燃料の供給可能量推計データ（独自推計）を導入ポテン

シャルとする 

熱  太陽熱  REPOS のデータを導入ポテンシャルとする 

地中熱  REPOS のデータを導入ポテンシャルとする 

木質バイオマス熱  木質燃料の供給可能量推計データ（独自推計）を導入ポテン

シャルとする 
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イ 推計結果 

前述の手法に基づき、①から⑥までの再生可能エネルギー種別について、それぞれのポテンシャル

分析結果を示します。 

 

❶ 太陽光発電 

本町における太陽光発電の導入ポテンシャルは表３-３のとおりです。 

太陽光発電を建物に設置する場合、戸建住宅については市街地を中心にポテンシャルがあるもの

の、集合住宅や工場・倉庫についてはポテンシャルがありませんでした。 

また、太陽光発電を耕地等の土地に設置する場合は、建物に設置する場合よりポテンシャルが高く

なっています。 

なお、REPOSの太陽光発電の導入ポテンシャル（設備容量）については、建物や土地の設置可能

面積に設置密度を乗じることで算出されています。 

 

表３-３ 太陽光発電の導入ポテンシャル 

設置区分  設備容量  発電量  

建物系  官公庁  0.283 MW 320.980 MWh/年  

病院  0.092 MW 103.869 MWh/年  

学校  0.695 MW 788.207 MWh/年  

戸建住宅等  12.602 MW 14,398.074 MWh/年  

集合住宅  0.000 MW 0.000 MWh/年  

工場・倉庫  0.000 MW 0.000 MWh/年  

その他建物  20.851 MW 23,656.887 MWh/年  

鉄道駅  0.372 MW 422.222 MWh/年  

合計  34.894 MW 39,690.239 MWh/年  

土地系  最終処分場  0.000 MW 0.000 MWh/年  

耕地（田）  102.128 MW 115,873.461 MWh/年  

耕地（畑）  505.397 MW 573,418.142 MWh/年  

荒廃農地※  1.015 MW 1151.519 MWh/年  

ため池  0 MW 0 MWh/年  

合計  608.540 MW 690,443.122 MWh/年  

※荒廃農地は再生利用可能（地上設置型）と再生利用困難の両方を合算した推計値を示しています。  
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再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図３-20 太陽光発電導入ポテンシャル（建物系の合計）  

 

 
再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図３-21 太陽光発電導入ポテンシャル（土地系の合計）  

 

❷ 風力発電 

本町における風力発電の導入ポテンシャルは表３－４のとおりです。 

町の中央部、北部の滝上町との境界、北東部の遠軽町との境界には風力発電に必要な一定以上

の風速を確保でき、ポテンシャルがあります。 

  なお、REPOSの風力発電の導入ポテンシャル（設備容量）については、全国の高度 90mにおける

風速が 5.5m/s 以上のメッシュに対して、標高等の自然条件、国立・国定公園等の法制度、居住地

からの距離等の土地利用状況から設定した推計除外条件を満たすものを除いた設置可能面積に単

位面積当たりの設備容量を乗じて算出されています。 
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表３-４ 風力発電の導入ポテンシャル 

区分  設備容量  発電量  

陸上風力  2,733.000 MW 6,879,887.715 MWh/年  

合計  2,733.000 MW 6,879,887.715 MWh/年  

 

 

 
再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図３-22 陸上風力導入ポテンシャル 

 

❸ 中小水力発電 

本町における中小水力発電の導入ポテンシャルは表３-５のとおりです。 

河川部については、中心部に石狩川が横断し、北部に天塩川、南部には空知川が流れており、町

全体に導入ポテンシャルがありますが、農業用水路における導入ポテンシャルはありませんでした。 

  なお、REPOS の河川部の導入ポテンシャルについては、河川の合流点に仮想発電所を設置すると

仮定し、国立・国定公園等の開発不可条件と重なる地点を除いて設置可能規模が算出されています。

農業用水路については、農業用水路ネットワークデータに取水点を割り当て、最大取水量が０．３㎥

/s以上になる取水点に仮想発電所を設定し、設置可能な規模が算出されています。 

 

 

表３-５ 中小水力発電の導入ポテンシャル 

区分  設備容量  発電量  

河川部  37.461 MW 202,882.907 MWh/年  

農業用水路  0.000 MW 0.000 MWh/年  

合計  37.461 MW 202,882.907 MWh/年  
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再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図３-23 中小水力発電導入ポテンシャル 

 

❹ 地熱発電 

本町における地熱発電の導入ポテンシャルは表３-６のとおりです。 

本町は一定以上の地熱資源量と密度を有しており、白水沢地区や層雲峡温泉など３地域の温泉

地区で導入ポテンシャルが高くなっています。 

なお、REPOSの地熱発電の導入ポテンシャルについては、全国を５００メッシュで区切り、地熱資源

量密度分布図より、技術的に利用可能な密度を持つメッシュを抽出し、国立・国定公園等の開発不

可条件と重なる地点を除いて設置可能規模が算出されています。 

 

表３-６ 地熱発電の導入ポテンシャル 

区分  設備容量  発電量  

地熱  237.620 MW 1,640,397.763 MWh/年  

合計  237.620 MW 1,640,397.763 MWh/年  

 

 

 



 

 

26 

 

 
再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図３-24 地熱発電導入ポテンシャル 

 

❺ 木質バイオマス発電及び熱利用の導入ポテンシャル 

本町の木質バイオマス活用による発電又は熱利用の導入ポテンシャルについて、一般民有林面積

4,912ｈａに賦存する林地残材（未利用材）発生量が年間３１７㎥と推計されることから、このうちの 

５０％を活用できるものと仮定した場合のバイオマス利用可能量に基づき表３-６のとおり推計しまし

た。 

なお、本町は森林面積が大きいものの、国有林と道有林がその大半を占め、一般民有林における

未利用材発生量が極めて少ないことから、導入ポテンシャルは低くなっています。 

 

表３-６ 木質バイオマス発電及び熱利用の導入ポテンシャル 

区分  導入ポテンシャル 

一般民有林木質バイオマス利用可能量  159 ㎥/年  

木質バイオマス発電  0 kW ・ 0 MWh/年  

木質バイオマス熱利用  994,936 MJ/年  

 

 

❻ 太陽熱及び地中熱 

再生可能エネルギー資源を熱として利用する場合のポテンシャルについて、太陽熱、地中熱とも 

に熱需要の高い駅や町営施設周辺にポテンシャルがあります。 

 

表３-７ 太陽熱及び地中熱の導入ポテンシャル 

区分  導入ポテンシャル 

太陽熱  17,837.870 GJ/年  

地中熱  221,666.838 GJ/年  

合計  239,504.708 GJ/年  
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再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図 3-25 太陽熱導入ポテンシャル 

 

 
再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成  

図 3-26 地中熱導入ポテンシャル 
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❼ 温泉熱 

温泉熱は、地域固有の熱源として高いポテンシャルを持ち、有効活用が期待できるエネルギー資源

の一つとされています。発電利用やヒートポンプを活用した温泉加温・暖房利用、温泉排湯の融雪利

用、温泉熱を活用した食品の発酵や製造、木材の乾燥などの利用可能性があります。 

上川町には、「層雲峡温泉」「愛山渓温泉」「高原温泉」があり、温泉熱の利用について、一定程

度のポテンシャルがあることが見込まれるため、引き続き温泉熱の活用に向けた調査・検討を行いま

す。 

 

上記①～⑦の結果を踏まえ、本町の再生可能エネルギーポテンシャルをまとめると、熱量換算で３４３

億ＭＪとなり、その割合は風力発電が７２．３％、地熱発電が１７．２％、太陽光発電が７．７％、中小水力

発電が２．１％、地中熱が０．６％、太陽熱が０．１％、木質バイオマス熱が０．００３％となりました。 

 

  
木質バイオマス熱以外の数値は、自治体排出量カルテのデータを基に作成  

図３-29 再生可能エネルギー種別ポテンシャル 

（太陽光発電、風力発電、中小水力発電、地熱発電は発電電力量を熱量換算した値）  

 

 

太陽光発電
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風力発電
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中小水力発電
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地熱発電
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 第４ 章  

４-１  温室効果ガス排出量の現況  

（１）温室効果ガス排出量の現況推計の考え方  

温室効果ガス排出量の現況推計は、表２-１に掲げる本計画の対象部門・分野の温室効果ガスにつ

いて、環境省が地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトにて公表している「自治体排出量カルテ」

に掲載された値をもとに、アンケート結果を盛り込んだ本町独自の推計値である「現況排出量独自推

計」を算出しました。 

この「現況排出量独自推計」は、「自治体排出量カルテ」が国や都道府県の排出量から世帯数等統

計値に基づく按分によって算出されているのに対し、令和５（２０２３）年に「上川町再生可能エネルギー

導入目標」の策定に向けて実施したアンケートに基づく、住民や事業者のエネルギー使用量の実態を

反映したものであり、より正確に本町の排出量を表していると考えられます。今後も進捗管理の際にアン

ケート等を実施することにより、削減努力の成果を反映することが可能です。 

なお、自治体排出量カルテで使用されている現況推計の算出方法は、排出される二酸化炭素排出

量が活動量に比例すると仮定し、都道府県の活動量あたりの二酸化炭素排出量に市区町村の活動量

を乗じて推計されています。部門別の算出方法の詳細は資料編に記載します。 

 

（２） 温室効果ガス排出量の現況推計 

本町の温室効果ガス排出量の状況は以下のとおりです。本町における令和３（2021）年度の二酸

化炭素排出量は３０，３１７t-CO₂で、全体として平成２５（2013）年度（基準年度）から２２．８％減少

していますが、製造業においては製造品出荷額の伸びに伴い排出量が増加しています。 

  

温室効果ガス排出量の 

現況把握と将来推計 



 

30 

 

表４-１ 基準年度及び現況年度の排出量等の状況  

区分  

2013 年度（基準年度） 2021 年度（現況年度） 

活動量 単位  
排出量 

(tCO2/年) 
活動量 単位  

排出量 

(tCO2/年) 
基準年度比  

産業部門 製造業 36,969 万円  1,032 109,466 万円 2,289 122% 

建設業･鉱業  247 人  724 1,063 人 454 -37% 

農林水産業 138 人  6,459 122 人 5,410 -16% 

業務その他部門 1,799 人  10,703 1,430 人 6,446 -40% 

家庭部門 2,174 世帯  11,665 1,923 世帯 8,416 -28% 

運輸部門 自動車 旅客  2,172 台  3,975 1,953 台 2,654 -33% 

貨物  729 台  3,642 783 台 3,559 -2% 

廃棄物分野 一般廃棄物 1 トン 1,094 1 トン 1,090 0% 

合計    39,294   30,317 -22.8% 

※２０２１年度（現況年度）は自治体排出量カルテにアンケート結果を加味した値。  

※活動量のデータは、産業部門・業務その他部門は「経済センサス活動調査」、家庭部門は「住民基本台帳に基づく人口、人口動態

及び世帯数調査」、運輸部門は「自動車保有車両数統計電子データ版」のもの。  

 

 

 
図４-１ 温室効果ガス排出量の現況  
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４-２  温室効果ガス排出量の将来推計  

（１）温室効果ガス排出量の将来推計の考え方  

温室効果ガス排出量の将来推計は、基準年度の排出量から、①世帯数の減少や製造品出荷額の

増減等の活動量変化を考慮した場合の将来推計結果（現状すう勢：BAU）をもとに、②本計画で予定

する施策に基づいて温室効果ガス排出削減対策が各主体で実施された場合の削減量（追加的削減

量）を算出します。 

また、③吸収量及び④再生可能エネルギーの導入による削減量を算出します。以上を総合的に踏ま

えた値で、令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）年度の温室効果ガス排出量を推計します。 

 

 
 

図４-２ 将来推計の考え方のイメージ 

 

（２）現状すう勢における温室効果ガス排出量の将来推計（BAU） 

本町における将来の温室効果ガス排出量について、今後追加的な対策を見込まないまま、町の世帯

数や産業等における活動量の変化に基づく排出量を推計した結果（現状すう勢における将来推計結

果）を示します。 

なお、活動量の変化については、各活動項目について現況年度（令和３（2021）年度）を起点として

過去１０年間の実績をもとにそれぞれの将来推計年度の活動量を求めています。 

また、令和１２（2030）年度及び令和３２（2050）年度の電力排出係数については国の地球温暖

化対策計画において示されている 0.000253t-CO₂/kWh を用いています。 

推計の結果、令和１２（2030）年度の排出量は 25,3５３t-CO₂、令和２2（20４0）年度の排出量は

25,2０９t-CO₂、令和 32（2050）年度の排出量は 25,1００t-CO₂と算出されました。 

 

 

 

 

０t-CO₂ 
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表４-２ 活動量の将来変化  

区分 活動項目 単位 2013年度 2021年度 2030年度 2030年度 2050年度 

産業部門 

製造業 製造品出荷額 億円 ３．６ 10.9 11.8 13.3 14.4 

建設業･鉱業 従業員数 人 247 162 148 133 122 

農林水産業 従業員数 人 138 122 117 114 112 

業務その他部門 従業員数 人 1,799 1,430 1,405 1,341 1,295 

家庭部門 世帯数 世帯 2,174 1,923 1,925 1,881 1,851 

運輸部門 自動車 
旅客 保有台数 台 2,172 1,953 1,947 1,907 1,879 

貨物 保有台数 台 729 783 771 779 784 

廃棄物分野 一般廃棄物 焼却量 トン 1 1 2 2 2 

 

表４-３ 温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢ケース）  （単位 t-CO₂） 

区分 
基準年度 

2013年度 

現況年度 

2021年度 

将来推計 

2030年度 

将来推計 

2040年度 

将来推計 

2050年度 

産業部門 8,214 8,152 7,532 7,648 7,725 

業務その他部門 10,703 6,446 3,797 3,625 3,501 

家庭部門 11,665 8,416 6,376 6,233 6,132 

運輸部門 7,617 6,213 6,148 6,131 6,119 

廃棄物分野 1,094 1,090 1,501 1,573 1,623 

合計 39,294 30,317 25,353 25,209 25,100 

 

 

  
※森林吸収量については、森林整備等の対策が講じられている状態において発生するものであるため、現状のまま対策を講じない

ケース（BAU ケース）には含まないこととします。 

図４-３ 温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢ケース）  
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（３）追加的削減量 

ア 省エネルギー対策に係る削減量 

本計画の６章で記載されている省エネ対策を実施することにより、現状すう勢ケースからさらなる温

室効果ガス排出削減量が見込まれます。国が地球温暖化対策計画（令和３（2021）年１０月閣議

決定）において掲げる取組による削減見込量から本町の活動量比に応じて削減見込量を算出しまし

た。 

推計の結果、追加的削減量は 2,774t-CO₂が見込まれました。 

 

表４-４ 追加的施策による削減見込み量 

区分 取組の内容 
削減量 

(t-CO₂) 

産業部門 

・高効率空調の導入 

・コージェネレーションの導入 

・省エネルギー農機の導入 

・FEMS を利用した徹底的なエネルギー管理の実施 

49 

業務その他 

部門 

・業務用給湯器の導入 

・高効率照明の導入 

・BEMS の活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実

施 

・クールビズ・ウォームビズの実施徹底の促進 

428 

家庭部門 

・住宅の省エネルギー化（新築） 

・住宅の省エネルギー化（改修） 

・高効率給湯器の導入 

・高効率照明の導入 

・HEMS、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施  

・クールビズ・ウォームビズの実施徹底の促進 

・家庭エコ診断 

946 

運輸部門 
・次世代自動車の普及、燃費改善 

・公共交通機関の利用促進 
953 

その他 

部門横断 

・建築物の省エネルギー化（新築） 

・建築物の省エネルギー化（改修） 
398 

合計 2,774 
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イ 再生可能エネルギーの導入による削減量 

「３－８ 再生可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル」において算出された再生可能エネル

ギーの導入ポテンシャルを踏まえ、再生可能エネルギー種別ごとに導入見込み量を設定しました。そ

れぞれの導入見込み量に基づく削減量は以下のとおりです。 

なお、再生可能エネルギー導入に向けては、町民の生活環境を考慮するとともに、大雪山国立公園

を含む町内の景観保全や自然保護との両立を図る必要があります。 

 

表４-５  再生可能エネルギー導入量と二酸化炭素削減量（電気）  

 

ウ 吸収量 

本町の森林全体の温室効果ガス吸収量は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施

マニュアル（算定手法編）」のうち「森林吸収源対策を行った森林の吸収のみを推計する簡易手法」

に基づいて推計しました。 

推計の対象とする森林は「森林経営対象森林」であり、森林経営活動に伴う面積に森林経営活

動を実施した場合の吸収係数（2.46t-CO₂/ha・年）を乗じて算出しました。 

本町には８８，６２６ha の森林が存在しており、国有林、道有林、町有林、私有林によって構成され

ています。全森林の人工林率は約１８%であり、人工林ではトドマツ、カラマツが多くを占めています。 

国有林とそれ以外の民有林の樹種ごとの森林面積に対し、林野庁が公表している FM率（Forest 

Management 率、森林経営率）をそれぞれ乗じて森林経営面積を算出し、吸収係数を乗じて二酸

化炭素吸収量を算出したところ、159,959t-CO₂/年となりました。 

 

表４-６ 上川町の国有林の森林経営面積（単位：ha） 

区分 樹種 国有林 
国有林 

FM率 

国有林 

FM面積 

人工林 トドマツ 5,546 0.85 4,714 

カラマツ 3,093 0.85 2,629 

その他 1,493 0.84 1,254 

天然林 全樹種 61,804 0.68 42,027 

合計 50,624 

 

  

再生可能エネルギー種別 

2030 年度 2050 年度 

導入量 

(MWh/年) 

CO₂削減量 

(t-CO₂) 

導入量 

(MWh/年) 

CO₂削減量 

(t-CO₂) 

太陽光発電（建物系） 120 30 20,834 5,271 

太陽光発電（土地系） 1,723 436 5,742 1,453 

中小水力発電 5,256 1,330 10,512 2,660 

合計 7,099 1,796 37,088 9,383 
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表４-７ 上川町の民有林の森林経営面積（単位：ha） 

区分 樹種 道有林 町有林 私有林 
民有林 

FM率 

道有林 

FM面積 

町有林 

FM面積 

私有林 

FM面積 

民有林 

FM面積 

人工林 トドマツ 1,775 360 469 0.89 1,580 321 417 2,318 

カラマツ 990 201 261 0.89 881 179 233 1,292 

その他 478 97 126 0.73 425 86 112 624 

天然林 全樹種 8,252 1,304 1,866 0.46 7,344 1,160 1,661 10,166 

合計 10,231 1,746 2,423 14,400 

※FM 率は表４-７、表４-８いずれも林野庁「森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」対象森林率調査（指導取りまとめ

業務）」で示されている 2020 年度の値を使用。トドマツの FM 率は公表値が示されていないためカラマツと同等と想定。 

 

表４-８ 上川町の森林経営面積と年間森林吸収量の推計  

区分 面積 単位 CO2吸収量 単位 

国有林 50,624 ha 124,536 t-CO2/年 

道有林 10,231 ha 25,167 t-CO2/年 

町有林 1,746 ha 4,295 t-CO2/年 

私有林 2,423 ha 5,960 t-CO2/年 

合計 65,024 ha 159,959 t-CO2/年 

 

（４） 上川町における温室効果ガス排出量の将来推計まとめ 

前述（２）、（３）を踏まえて推計した令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）年度の温室効果

ガス排出量の見込みは以下のとおりです。それぞれ２０，４３３t-CO₂、０t-CO₂であり、基準年度比

（平成 25（2013）年度比）で４８%、100%の削減が見込まれます。 
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表４-９ 温室効果ガス排出量の将来推計  （単位：t-CO₂） 

区分 
基準年度 

2013年度 

現況年度 

2021年度 

将来推計 2030年度 将来推計 2050年度 

排出量 2013年度比 

増減率 

排出量 2013年度比 

増減率 

産業部門 8,214 8,152 7,283 -11.3% 7,477 -9.0% 

業務その他部門 10,703 6,446 3,170 -70.4% 2,874 -73.2% 

家庭部門 11,665 8,416 5,431 -53.4% 5,187 -55.5% 

運輸部門 7,617 6,213 5,194 -31.8% 5,165 -32.2% 

廃棄物分野 1,094 1,090 1,501 37.2% 1,623 48.3% 

森林吸収量 - - -351 - -12,943 - 

再生可能 

エネルギー導入 

- - -1,796 - -9,383 - 

合計 39,294 30,317 20,433 -48.0% 0 -100.0% 

※森林吸収量については、J-クレジット等を踏まえ、目標達成のために必要な吸収量のみ加味しています。 

 

図４-４ 温室効果ガス排出量の将来推計のまとめ 
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 第５ 章   将来像と計画の目標  

５-１ 目指す将来像 

地球環境にやさしい持続可能なまちを次の世代に引き継ぐために、町、町民、事業者が連携を図り、

ゼロカーボンシティの実現を目指す必要があります。 

各主体が同じ方向に向かい取組を推進するため、将来像として「自然と調和し 豊かな大地とゼロカ

ーボンをかなえるまち 上川」を掲げました。 

本計画の施策を連動的に推進し、各数値目標を達成することで、将来像の実現を目指すとともに、地

域課題の同時解決を図り、SDGsの達成にも寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【上川町基本構想】 

～自然と調和した未来～ 

恵み豊かな大地と人がおりなす おもてなしのまち 上川 

大地と人がおりなす おもてなしのまち 上川”人がおりなすおもてなしの

まち 上川人がおりなすおもてなしのまち 上川 

 

自然と調和し 豊かな大地とゼロカーボンをかなえるまち 上川 

●二酸化炭素排出量実質ゼロ 

●再生可能エネルギーを 37,088MWh/年導入 

●二酸化炭素排出量を 2013年度比４８％削減  

●再生可能エネルギーを 7,099MWh/年導入 

【上川町地球温暖化対策実行計画】 

将来像 

2050年度目標 

2030年度目標 
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５-２ 地域課題同時解決の考え方 

国の第六次環境基本計画では、環境政策の目指すところは、「環境保全上の支障の防止」及び「良

好な環境の創出」からなる環境保全と、それを通じた「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸

福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」であるとされ、「ウェルビーイング／高い生活の質」が環境・

経済・社会の統合的向上の共通した上位の目的として設定されています。 

また、地方公共団体は、地球温暖化対策のみならず、人口減少や少子高齢化への対応、地域経済の

活性化等、様々な社会経済的な課題を抱えていることから、これらの課題を複合的に解決していくこと

が求められています。本町においても、地球温暖化対策と併せて地域の諸課題を解決することを念頭に

施策を推進し、SDGsへの貢献、住民の「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

図５－１  「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現イメージ 
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５-３ 温室効果ガス削減目標 

国の「地球温暖化対策計画」では、中期目標として「令和１２（2030）年度において、温室効果ガス

を平成２５（2013）年度から４６％削減することを目指し、さらに５０％の高みに向け、挑戦を続けていく」

旨が示されています。 

また、道の「ゼロカーボン北海道推進計画」では、国の目標を上回り、「令和１２（2030）年度に平成

25（2013）年度比で４８％削減」する旨が示されています。 

第４章における温室効果ガス排出量の推計結果及び道の目標を踏まえ、本町における温室効果ガ

ス削減目標を以下のとおり定めます。 

なお、48％を超えて削減できる部分はクレジット化や再生可能エネルギーの町外供給等を検討し、本

町の地域経済の活性化を図ります。 

 

温室効果ガス削減目標（中期目標） 

 

温室効果ガス削減目標（長期目標） 

 

 

＼ 目標達成に向け、地球温暖化の問題を自分ごととして捉え、行動を起こしましょう！  ／ 

 

 

  

令和１２（2030）年度の町内における二酸化炭素排出量について、 

平成 25（2013）年度比で４８％削減します。 

令和３２（2050）年度までのできるだけ早期に 

二酸化炭素排出量実質ゼロの実現を目指します。 
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５-４ 再生可能エネルギー導入目標  

前述の温室効果ガス削減目標達成とともに、町内におけるエネルギー需要を再生可能エネルギーで

賄うことでエネルギーの地産地消による地域経済の活性化を目指すため、以下のとおり再生可能エネ

ルギー導入目標を設定しました。 

 

再生可能エネルギー導入目標（中期目標） 

 

再生可能エネルギー導入目標（長期目標） 

 

 

表５-１ 再生可能エネルギー導入目標の内訳（電気）  

 

 

エネルギー種別 
2030 年度導入目標 

（MWh/年） 

2050 年度導入目標 

（MWh/年） 
2050 年度の実現イメージ 

太陽光 

（建物系） 
120 20,834 

１世帯に５ｋｗ分の太陽光発電設備が１００世帯

に導入されている。 

太陽光 

（土地系） 
1,723 5,742 

２０，６７６㎡の土地に約 5,742MWh分の太陽

光発電設備が導入されている。 

中小水力 5,256 10,512 
2040 年までに１０００ｋｗ規模のものが 2 基、追

加で設置されている。 

バイオマス発電 － － 

国有林と民有林（道有林、町有林を含む）の一体

的な施業や資源利用が進展した場合は一定の導

入可能性が有り得る。 

風力発電 － － 
国立公園の景観が阻害されてしまうことから導入 

しない。 

地熱発電 － － 

事業者等と連携し、導入に向けた調査が行われ、

条件が整った場合は、一定の導入可能性が有り得

る。 

合計 7,099 37,088 ― 

令和 12（2030）年度導入目標  ：   7,099 MWh/年 

令和 32（2050）年度導入目標   ：   37,088 MWh/年 






























